
カナダのサステナビリティ開示・保証の規制動
向（2024年12月）
CSSBがカナダ初のサステナビリティ開示基準を公表

2024年12月19日

カナダサステナビリティ基準審議会（Canadian Sustainability Standards Board; CSSB）は、IFRS S1号およびIFRS S2号に
基づく初のカナダのサステナビリティ開示基準（Canadian Sustainability Disclosure Standards; CSDS）を公表しました。
本基準は、規制当局または政府によって強制されない限り、任意適用となります。

CSDS 1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項」とCSDS 2号「気候関連開示」は、2024年3月に
公表された公開草案に関する議論を踏まえて最終決定されました。

本基準の公表と並行して、CSSBは、カナダの優先事項を反映するためにIFRSサステナビリティ開示基準に対してどのような変
更を加えたかについて概説した「The Criteria for Modification Framework（修正規準フレームワーク）」を公表しました。

また、CSSBは、CSDS 1号及びCSDS 2号に以下の経過措置を含めることを決定しました。

 基準の発効日は、IFRS S1号及びIFRS S2号と同様に1年後となります。
 財務報告とサステナビリティ報告とを整合させるために、2年間の救済措置が認められており、1年目の年度末から9カ月以

内、2年目と3年目の年度末から6カ月以内に報告することができます。
 気候以外のサステナビリティに関する報告開始日は、IFRS S1号より2年遅くなります。
 Scope3のGHG排出量の報告開始日は、IFRS S2号より3年遅くなります。
 定量的なシナリオ分析データ報告（定性的なものを除く）は、3年間の救済措置が認められます。

詳細は、CSBBのウェブサイト上のプレスリリースをご覧ください。
 プレスリリース

原文（英語）：CSSB publishes first Canadian Sustainability Disclosure Standards
※本資料はDeloitte & Touche LLPが作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。日本語版については、有限
責任監査法人トーマツにお問い合わせください。日本語版と原文に相違がある場合には、原文の記事事項を優先します。
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サステナビリティ開示・保証の最新規制動向
日本・ヨーロッパ・南北アメリカ・アジアパシフィックにおけるサステナビリティ開示・保証の規制に関する最新動向を取りまとめて
います。

https://www.frascanada.ca/en/cssb/news-listings/csds1_csds2_launch
https://www.iasplus.com/en/news/2024/12/cssb-standards
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/newsletter.html
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